








松谷義範

山本義教

東邦薬品株式会社代表取締役社長

日本衛生検査所協会会長

（その３）「人と医療ｊ

司会富山県立中央病院院長

演者共同通信社編集委員

龍沢寺師家

東京慈恵会医科大学理事

済生会福岡総合病院院長

中村整形外科病院院長

4）パネルディスカッション１題

「これからどうなる日本の病院」

村
伊
鈴
田
土
中

田

勇
治
忠
樹
武
生

藤
木
中
屋
村

正
宗
直
呂
了

司会高山整形外科病院院長

演者岩井総合病院院長

国立横須賀病院院長

織本病院院長

筑波大学社会医学系教授

保健同人社取締役編集部長

ベルランド病院副総婦長

水原郷病院院長

長吉総合病院院長

平塚市民病院総看護婦長

神奈川県医師会理事

山
丼
淵
本
国
山
山
田
山
沢
田

伊
高
岩
岩
織
紀
小
津
寺
平
松
吉

榮
方
勉
慶
三
寿
子
郎
樹
子
彦

宏
正
献

寿
一
正
孝
清

5）教育講演１題

「医療人の生涯教育」

6）一般演題160題

東京慈恵会医科大学教授 阿部正和

延べ４，０００名7．参加者

8．プログラム（別場）

－９６－
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第３会場一
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第20．第23回人間ドック学会

大内清太（青森県立中央病院長）1．学会長

９月９日（木）・１０日(金）２．期日

青森市青森市民文化ホール3．開催地

230名4．参加者数

特別講演

「人間ドックと糖尿病」東北大第３内科教授後藤由夫

シンポジウム(1)

「高血圧の疫学をめぐる問題」

司会弘前大学医学部衛生学教授佐々木直亮

1）血圧情報の客観化

弘前大学医学部衛生三上聖治竹森幸一

仁平将佐々木直亮

２）北海道の寒冷地と温暖地における高血圧発症、進展に関する疫学的研究

札幌医大第２内科菊池健次郎木島敏明飯村攻

３）高血圧の進展に及ぼす脂質、ＩＢ満度の影響について

－生活環境の異なる都市、農村の比較一

筑波大学社会医学系嶋本喬小町喜男

大阪府立成人病センター飯田稔小西正光

秋田県衛生科学研究所児島三郎

４）食塩と高血圧

東北大学第二内科阿部圭志樋渡正夫丹野雅哉

５）高血圧管理の問題点

独協医科大公衆衛生森沢康宇佐見隆廣

小林欣也山川和樹

シンポジウム(2)

「一次健診（人間ドック）と二次検診の関連」

5．演 題

－９８－



司会牧田総合病院笹森典雄

青森県立中央病院金澤鉄男

1）自動化総合健診における心電図の自動解析と二次検診の現況

東実総合健診センター野呂光子伊藤健次郎

2）糖尿病の判定規準の推移と精検済生会中央病院内科田中剛二

3）肺癌における集検の方向づけと二次検診のあり方

若柳町国民健康保険病院佐藤博俊

4）胃疾患を中心として（人間ドック、自動化健診、胄集検など）

藤間病院藤間弘行

5）人間ドックにおける大腸疾患検査法の方向づけ（大腸集検の立場から）

棟方

相沢

博
中

青森県立中央病院成人病内科 昭

弘前大学第一内科

般演題 ４８題

－９９－



第21．第６回日本診療録管理学会

1．学会長 犬塚貞光（福岡大学教授）

２．期日 昭和57年９月２日（木）・３日(金）

3．会場 福岡大学医学部大講堂（福岡・城南区）

4．演題 o会長講演

”本邦における診療録記載の実態”

o特別講演 ２題

㈹医療精神と医療システム'’

㈹法医学から見た医療事故'’

○シンポジウム

”診療録の記載に関する教育の現状'’

’@診療録管理における電算機応用の実際的効用”

o一般演題 ４２題

○指定演題 １１題

犬塚貞光

入江英雄

牧角三郎

座長

座長

犬塚貞光

三宅浩之

６００名5．参加者数

－１００－



第２２．，ｓ2国際モダンホスピタルショウ

会期

開場時間

昭和５７年５月１３日(木)～１６日（日）

午前１０時～午後５時

(最終曰のみ午後４時３０分終了）

東京国際貿易センター南館１．２階

のびゆく医療住みよい社会

社団法人日本病院会

社団法人日本経営協会

厚生省通商産業省外務省東京都日本貿易振興会日本医師会

社団法人日本看護協会

全日本ベッド工業会（社)日本電子機械工業会

(社)日本冷凍食品協会（財）日本医療食協会

(社)日本厨房機器工業会 （1、日本病院建築協会

日本病院寝具協会日本病院設備協会

(祖日本放射線機器工業会日本薬科機器協会

⑪日本病院薬剤師会日本自動販売機工業会

(社)リース事業協会（財)日本医薬情報センター

健康保険組合連合会全国社会福祉協議会

(初日本火災報知器工業会（ｉｔ)日本消火装置工業会

(社)日本消火器工業会（社)全国消防機器協会

日本避難設備工業会フローレンス会

(肋医療情報システム開発センター

会
テ
主

場
マ
催

後 援

賛脇

(順不同）

出品社数

展示面積

118社

展示小間面積

特別企画システム展示会場面積

「病院のシステム化を考える」システム展示

①事務管理コーナー

②医療情報システムコーナー

③看護手術関連コーナー

④臨床検査コーナー

1,000平方米

1,600平方米

特別企画事業

コーナー展示

－１０１－



⑤病院給食コーナー

⑥リハビリテーションコーナー

⑦家庭看護・健康機器コーナー

③老人医療と福祉コーナー

松屋特選品即売コーナー

①麻酔器の歴史パネル展

②医療関係図書即売コーナー

三洋電機ビジネス機器㈱取締役副社長矢川豊

社団法人日本経営協会理事長高橋松三郎

'８２国際モダンホスピタノレショウ

実行委員長河野稔（敬称M各）

第１日５月１３日（木）１，３９０人

２日５月１４日（金）２，４２０人

３日５月１５日（士）５，２４０人

４日５月１６日（日）２，４５０人

合計１１，５００人

（ただしこの入場者は招待状持参音有料入場者のみで、これ以外フリーの入

場者は５万人強である）

特別事業

付帯事業

開会挨拶
およびテープカット

入場者実績

－１０２－



第23．老人保健法施行にともなう診療報酬等改定説明会

１．日時 昭和５８年１月２４日（月）１３：３０～１７：００（京都会場）

１月２５日（火）１３：３０～１７：００（東京会場）

２会場 京都会場京都府医師会館（京都市）

東京会場山野ホール（渋谷）

3．参加者数

場
場

鵬
総
計

京
東

４３５名

４９０名

９２５名

4．讃師 厚生省公衆衛生局老人保健部老人保健課

京都会場南沢孝夫

東京会場平田輝昭

厚生省保険局医療課

東京会場藤崎清道

評〕 今回の説明会は老人保健法及び一般診療報酬の改定につき開催した。

京都会場においては(初京都私立病院協会の共催を得、医事研究会委員が中心とな

り、質疑応答につとめたが、十分な時間が取れず応答のなかった部分については、

病院会ニュースで解答することとした。

〔総

－１０３－



第２４病院防災セミナー

昭和５７年９月２８日（火）１０：００～１７：４５

９月２９日(水）９：００～１６：３５

１．日時

2．会場 大東京火災海上保険㈱中央研修所（世田谷）

3．参加者数 138名103病院

1）病院組織体に於て火災などにより、死傷者を生じた場合の法律上の責任

2）シンポジウム「誰が守る病院の建物」

3）病棟における災害対策

4）災害に対する合理的な損害保険の利用

5）話題提供「各部門における災害対策」

6）医療施設における防火・防災に関する通知の解説

7）病院防火管理者の心得

8）大規模地震対策特別法に対する病院の対応について

9）病院における防災安全に関する対応について

4．演題

本セミナーは、多様化する病院災害につき、最も実際的である種々の防災方法を

取り上げ開催すると共に、各病院の各部門における災害対策の実例を上げ、具体的

な問題を取り上げ開催した。

評〕〔総

－１０４－



ｌｉｌ１ｨ'１イト １１ １１ 主
目

一
一
一
一
口 薑要

殿

病院の経営状況は、昨年６月の診療報酬改定にもか

かわらず、少しも改善きれないばかりか、月ごとに悪

化の一途をたどっています。厚生省医務局調査による

公的病院の移動年計をみても、これは明白な事実であ

ります。（資料添付）

このような事態を招いた原因は、病院の原価構成に

対する認識を欠き、病院経営の実態を無視した改定が

行われ、原価害||れ診療報酬が放置きれたためにほかな

りません。

そのため、昨年度末決算は、大幅な赤字に追い込ま

れ、職員の給与改定も遅れている実情であり、このま

までは病院医療の維持が困難て､あるばかりて､なく、国

民医療水準の低下も必至であります。

国民医療の危機を回避するため、原価害'１れ診療報酬

の是正に向け、緊急の措置をとられるよう、強く要請

いたします。

原価割れ診療報酬の是正に

関する要請書

」
◎
、

要請希

（病院名）

（氏仰

（住所）

、

門他

病院診療報酬適正化推進会議
(社lJI法人11本病院会・全国公私病院連}１Ｍ）



昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
の
診
療
報
酬
点
数
改
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
期

待
を
全
く
裏
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
病
院
で
は
、
重
大
な
経
営

危
機
に
陥
る
に
い
た
っ
た
。

こ
れ
は
ホ
ス
ピ
タ
ル
フ
ィ
を
正
し
く
評
価
し
た
も
の
で
は
な
く
、
加
う

る
に
医
師
お
よ
び
看
護
婦
、
薬
剤
師
等
、
医
療
技
術
者
の
技
術
料
を
不
当

に
過
小
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

現
行
診
療
報
酬
体
系
の
中
て
点
数
の
組
替
え
を
行
っ
て
も
、
今
日
の
経

済
実
態
に
見
合
う
だ
け
の
報
酬
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
諸
内
容
、
諸
条
件
を
勘
案
し
、
速
や
か
に
、
原
価
割
れ
の
診

療
報
酬
点
数
を
是
正
し
、
病
院
経
営
を
安
定
さ
せ
、
わ
が
国
の
医
療
水
準

を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
各
病
院
団
体
は
、
国
民
の
健
康
と
福
祉
を
守
る
た

め
大
同
団
結
し
、
病
院
診
療
報
酬
の
適
正
化
を
め
ざ
し
、
所
信
を
貫
徹
す

る
こ
と
を
決
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

病
院
診
療
報
酬
適
正
化
推
進
会
議
の
発
足
に
あ
た
り

右
声
明
す
る
。

昭
和
五
十
七
年
四
月
三
日

声
明

病
院
診
療
報
酬
適
正
化
推
進
会
議

参
加
団
体
（
下
記
の
通
り
）

全
国
公
私
病
院
連
盟

全
国
自
治
体
病
院
協
議
会

全
国
公
立
病
院
連
盟

全
国
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

日
本
赤
十
字
社
病
院
長
連
盟

日
本
私
立
病
院
協
会

岡
山
県
病
院
協
会

東
京
病
院
協
会

社
団
法
人
日
本
病
院
会

社
団
法
人
日
本
医
療
法
人
協
会

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

済
生
会
病
院
長
会

社
団
法
人
日
本
海
員
被
済
会

社
団
法
人
日
本
結
核
病
院
協
会

社
団
法
人
福
島
県
病
院
協
会

栃
木
県
病
院
協
会

社
団
法
人
神
奈
川
県
病
院
協
会

新
潟
県
病
院
協
会

静
岡
県
病
院
協
会

社
団
法
人
愛
知
県
病
院
協
会

社
団
法
人
三
重
県
病
院
協
会

社
団
法
人
滋
賀
県
病
院
協
会

社
団
法
人
京
都
私
立
病
院
協
会

社
団
法
人
大
阪
府
病
院
協
会

社
団
法
人
大
阪
府
私
立
病
院
協
会

奈
良
県
病
院
協
会

社
団
法
人
和
歌
山
県
病
院
協
会

兵
庫
県
病
院
協
会

社
団
法
人
兵
庫
県
私
立
病
院
協
会

富
山
県
公
的
病
院
長
協
議
会

社
団
法
人
広
島
県
病
院
協
会

鳥
取
県
病
院
協
会

島
根
県
病
院
協
会

愛
媛
県
病
院
協
会

社
団
法
人
福
岡
県
病
院
協
会

長
崎
県
医
師
会
病
院
部
会

社
団
法
人
横
浜
市
病
院
協
会

社
団
法
人
川
崎
市
病
院
協
会

（
順
不
同
）
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す
る
も
の
で
あ
る
。

右
声
明
す
る
。

国
民
医
療
を
健
全
に
確
保
す
る
た
め
に
は
、
適
正
な
る
診
療
報
酬
の
維
持

が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
健
康
保
険
診
療
報
酬
制
度
の
矛
盾
と
欠
陥
の
ま
二
一
一
年
余
に

一
旦
り
据
置
か
れ
て
い
る
間
に
、
公
共
料
金
・
諸
物
価
・
人
件
費
等
の
上
昇
に

よ
り
、
病
院
の
経
営
は
か
つ
て
な
い
危
機
に
直
面
し
、
病
院
存
続
の
危
殆
を

招
来
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

政
府
は
、
漸
く
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
診
療
報
酬
改
定
を
、
実
に
一
一
一
年

四
ヵ
月
ぶ
り
に
行
っ
た
が
、
病
院
経
営
は
、
改
善
の
兆
し
も
な
く
、
｜
層
悪

化
へ
と
拍
車
を
か
け
る
趨
勢
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
、
厚
生
省
自
ら
が

発
表
す
る
。
殻
病
院
移
動
年
計
に
よ
る
医
業
収
支
表
」
を
見
る
ま
で
も
な
い

と
こ
ろ
て
あ
る
。

こ
の
ま
」
推
移
す
る
な
ら
ば
、
国
民
医
療
の
中
核
を
な
す
病
院
の
経
営
は

破
綻
し
、
病
院
機
能
が
麻
簿
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

生
命
と
健
康
に
た
い
す
る
国
民
の
関
心
と
ニ
ー
ズ
は
年
々
高
ま
っ
て
お
り
、

こ
れ
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、
医
療
の
公
共
性
か
ら
、
社
会
的
責
任
を
自

覚
し
、
国
民
医
療
の
担
い
手
と
し
て
の
決
意
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
病
院
経
営
を
安
定
さ
せ
、
医
療
の
健
全
化
を
強
く
望

こ
こ
に
、
当
推
進
会
議
は
、
国
民
の
健
康
と
福
祉
を
守
る
た
め
一
致
団
結

し
、
病
院
診
療
報
酬
の
再
是
正
を
速
や
か
に
実
施
さ
れ
ん
こ
と
を
強
く
要
求

Ｕ
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
七
年
五
月
二
十
九
日

声
明

病
院
診
療
報
酬
適
正
化
推
進
会
議

中
央
・
地
方
代
表
者
会
議
（
別
紙
の
通
り
）

（
別
紙
）

全
国
公
私
病
院
連
盟

全
国
自
治
体
病
院
協
議
会

全
国
公
立
病
院
連
盟

全
国
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

日
本
赤
十
字
社
病
院
長
連
盟

日
本
私
立
病
院
協
会

岡
山
県
病
院
協
会

東
京
病
院
協
会

社
団
法
人
日
本
病
院
会

社
団
法
人
日
本
医
療
法
人
協
会

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

済
生
会
病
院
長
会

社
団
法
人
日
本
海
員
被
済
会

社
団
法
人
日
本
結
核
病
院
協
会

山
形
県
公
的
病
院
協
議
会

社
団
法
人
福
島
県
病
院
協
会

栃
木
県
病
院
協
会

社
団
法
人
神
奈
川
県
病
院
協
会

長
野
県
公
的
病
院
協
議
会

新
潟
県
病
院
協
会

静
岡
県
病
院
協
会

社
団
法
人
愛
知
県
病
院
協
会

社
団
法
人
三
重
県
病
院
協
会

社
団
法
人
滋
賀
県
病
院
協
会

社
団
法
人
京
都
私
立
病
院
協
会

社
団
法
人
大
阪
府
病
院
協
会

社
団
法
人
大
阪
府
私
立
病
院
協
会

奈
良
県
病
院
協
会

社
団
法
人
和
歌
山
県
病
院
協
会

兵
庫
県
病
院
協
会

社
団
法
人
兵
庫
県
私
立
病
院
協
会

富
山
県
公
的
病
院
長
協
議
会

社
団
法
人
広
島
県
病
院
協
会

鳥
取
県
病
院
協
会

島
根
県
病
院
協
会

愛
媛
県
病
院
協
会

社
団
法
人
福
岡
県
病
院
協
会

長
崎
県
医
師
会
病
院
部
会

社
団
法
人
横
浜
市
病
院
協
会

社
団
法
人
川
崎
市
病
院
協
会

（
順
不
同
）

１０７



昭和ｊ７年￥月 雌 情 赤

殿
臨時行政調卉会第／部会の素案として、報ぜられる

ところによれば、医師優遇税制見なおしの一環として

医療燭関に対する地方税の特例措祠、即ち、

社団法人全日本病院協会

｜f扉莵司
Ｉ．Ｌ了

日本医療法人協会､ノポル．

入疾療法人に対する弔業税の稗減榊慨（地方税法舗

７２条の２．２）

・Ｚ社会保険診療報酬にかかる事業税の非課税措領

（同法笏７２条の／￥及び第7.2条の／７）

社団法人

遷駕社研法人日本精神病院協
守の廃化が擁起されております。］

◎
の l廷凹醐

現行税制のもとにおいて、公的医療機関に比較し、

私的医療機関は税負担という差別を余儀なくされてお

り、更にこれ以上の税負担の加軍を強いられることは、

私的医療機関に課せられた社会的責務をも、果せない

結果になることを懸念するものです。

よって医腰の公共性、公益的使命と、その中におけ

る私的医療機関の果す役割りを自覚し、誠心努力して

いるわれわれ灰療機関の実態をご理解いただき、従来

の制庇が維持ｲﾉﾋﾟ続されるよう、｜<Ilifl1iします。

厩写司
社団法人日本病院会〆,ｎ

ｌＪＬ．

姪昂｣ニルハー'二Ｉ

医療機関に対する事業税の取扱

いについて（陳情）

このことについて、われわれ病院各団体は協議の緒

果、別紙のとおり陳情いたします。



昭和５７年４月１６日

殿

本病院協全社団法人

￣￣－－

飼
守■s■■ローーー'■●■￣■

社団法人ｎ本医療法人協

川口精神病院協溌
社団法人』

◎
①

fil
瞳

iＩ

社団法人日本病院
,．,－１

;1-.1

7ﾋﾞﾆﾐ

(五十音111[i）

医療法一部改正による規制強化

反対について意見

このことについて、われわれ病院各団体は協議の結果

別紙意見書の理由に基き反対することを表明します。



(3)定款変更の禁止等

退社時の払戻額又は解散時の残余財産の帰属額を増

加する部分にかかる定款の変更禁I上規定も表現の不明

確さと相まって、意図する相続税対策の準拠規定とな

り得るか、不明である。

医療法の改正案要綱に対する意見書

1．都道府県医療計画に関する事項

（１）医療法自体に、医療に対する国の基本理念が欠落し

ている。改正するならば、枝葉の問題ではなく、医療

法全体を見直すべきである。

（２）従来、Ｈ本の医療が、民間医療に依存してきた歴史

を全く無視し、民間医療の育成を計る泰なく国公立中

心の医療圏を指向する医療の官僚統制であって、真に

国民のニーズに応えるものとは言えない。

２医療法人の指導監督規定等の整備に関する事項

（１）立入検査等

現行法においても、病院、診療所等に立入検査をす

ることができ（医療法２５条）又医療法人に対しても

必要な命令を発し、行政処分ができることになってい

る。（医療法６３条～６６条）あえて、法改正をするま

でもない。

（２）役員の資格及び解任等

医療法人の役員資格の制限及び解任命令は、法人経

営に対する、不当介入を招きかねない。

必要な行政指導は、現行法で１－分に対応が可能であ

る。（医療法６６条）

われわれの期待するものは、医療法人制度を中心とする

医療法全体の見直しであり、一部の応急的な手直しではな

い。

民間医療機関の自主性の尊重と、その健全な発展を阻害

するが如き、法改正には、絶対に反対である。〕
］
つ



昭和５７年６月日

殿

社団法人日本病院会

会長内藤景岳

損害保険料率の消火設備割引適用に関する要望

病院においての防火設備に対する法の適用は、消防法・建築基

準法・医療法などにより規制され、それぞれの施行規則は一般業

種に比べ極めて厳酷な適用を受けております。

注允、一般の建造物は夜間無人化が進んでおり注すが、病院は

その省人件費化が許されず、医療の社会的使命を充足すべ〈、事

情の許す限り夜勤医師・看護婦の増員に努め災害の絶無を期すべ

く関係者は昼夜努力いたしております。

しかしながら、昨年６月の診療報酬改定後、病院の経営状態は

実質的なマイナスとなり今なお悪化の一途をたどっている中で高

額左負担に耐え、関係省庁の定める消防規準を順守することは、

財政的に極めて困難とたっており在す。

以上のことをご配慮のうえ、また別紙資料をもご参考いただき、

国の定める規準に合格したものは、すべて所定の割引を適用され

性すよう要望いたし注す。

］
」
］



２消火設備の設置数

消火設備の全国における設置状況は、次のとおりである。

（昭和５２年３月３１日現在消防庁調）

資料

1．普通物件火災保険消火設備割引

大蔵省告示第２２号および第３７号により、消火設備割引は、

次のように定められている。（火災保険一般物件料率表もほぼ

同一の内容である。）

当１ｋ詩ｲ肩の種難

9．消火設備割引

算定会の定める規則に合致し、かつ、算定会の検査に

合格した消火設備を有する場合は、この割引をする。こ

の場合、２以上の設備が併設されたときは、それぞれの

割引率を加算したものを適用する。ただし、割引率は４０

妬を限度とし、自動火災報知設備とスプリンクラ設備と

か併設された場合は、これらを加算しない。

Ｉ
］
］
国
Ｉ

３消火設備割引の適用状況

消火設備割引の適用状況は、公表されていないので不明であ

る。

しかし、二三の保険会社に質問したところ、推定割引物件数

は極めて少なく、前述の設置数の’９６以下、または’妬前後で

ないかと灰閏している。弊会でも、相当数の病院に照会してみ

たが、保険料割引の適用は皆無であった。’

また、割引率も、例えばスプリンクラ設備の場合、所定の３０

妬割引は極めて稀で、実際は算定会および保険会社の「内規」

で、数パーセントの割引しか適用されていないとのことである。

４病院業界における消火設備に対する取組み

病院は今日経営上極めて困窮の状況にある。経営を圧迫して

いる要因の一つに、過酷とも言えるべき消防火設備に対する防

消火設備の種類 設置数（金業種） 設置数(病院）

屋外消火栓設備 9．５３０ 、１５４

屋内消火栓設備 １３３．６３７ 5．６６１

消防ポンプ゛設備 5．３５１ ９０

自動火災報知設備 ４１９．３６４ ２２．６０５

スプリンクラ設備 4．９１５ ３９９

消防設備の種類 割引率㈹

屋外消火栓設備
甲

乙

１０

５

屋内消火栓設備 ５

消防ボンプ設備 ５

自動火災報知設備 ５

スプリンクラ 設備 ３０



5．火災保険料割引に対する要望

消火設備に対する火災保険料割引の実態が、設置数の１％に

も満たない消火設備割引であれば、かかる制度を設けた意味は、

事実上無いと考える。左た「算定会の定める規則」は、国で定

める消防法等の基準より更に厳重な規準にしている。しかもこ

の基準は、公表されているものの、実際には、保険消費者の手

許には届いていない。現状は、一握りのマンモス病院、超大ピ

ル建物にのみ与える,恩典でしかない。

国の定める規準すら、苦しい経営の中から、爪で火をとも･す

努力をして、やっと実行していることを素直にご理解していた

だき、規準に合格したものは、すべて所定の割引の適用ができ

る運営をお願いしたい。

また、火災保険料率表には、職業による割増が定められてい

るが、職業による割引も併せてご高配くださることをお願いす

る。

以上

火基準がある。この基準は、周知のとおり、百貨店・ホテル等

と同等である。

また、病院は夜間無人化にすることによる省人件費化が、一

般の建物のようにできない。むしろ、事情の許す限り、医療の

社会的使命と防災のため、夜間の当直医師・看護婦増員の努力をし

をしている。

他方、ハード面に於ても、保険料割引の要素にはならない防

火区画・排煙設備・避難設備に膨大な設備改新を行っている。

次の表は、主として、献身的な看護婦の成果と信じたい。

（消防白書統計より）

－

￣

(人。

火災損害のうち病院・診療所の占める比率

１０６４

昭
和
弱
年

年次 区分 出火件数 焼損面積 損害額

昭

和

４５

年

全国・全建物

病院・診療所

対全建物比率

３９．８４５

２４７

０６％

千㎡

2，７０６

１２

０４％

億円

７７１

３

０４％

昭

和

５０

年

全国・全建物

病院・診療所

対全建物比率

３８．４５５

２１０

０５妬

2．０８３

６

０３冊

1．０６４

４

０４冊

昭

和

５５

年

全国・全建物

病院・診療所

対全建物比率

３８．０１４

７４

０２％

2．１２８

２

０１冊

1．４５０

１

０．１％



昭和占７年７月
情陳 識

殿

臨時行政調査会第／部会の素案として、報ぜられる

ところによれば、医師優遇税制見なおしの一環として

医療機関に対する地方税の特例措置、即ち、

;同全刷

≦偏曰同
'難111〕.’

社団法人全日本病院脇

メ医療法人に対する１１乗税の軽減措i71I（地方税法輔

７２条の２２）

､Z社会保険診療報酬にかかる酬業税の非課税措『（

（同法第７２条の／￥及び第7,2条の／７）

等の廃止が提起されております。

社団法人日本医療法人協会

可汁》餌雰咄当へ》『・”
一
一
（
吐
雁
ｌ
・
蛋
〆
〆
一

、
が
．
へ
庁
寸
．
１
‐
可
千
一

一
一
．
’
．
。
二
ｆ
ｔ
９
．

－－トトー，〆叶ＩⅢ一「川州一

鰔
鞭
陶
蝿

社団法人日本精神病院協
￣

￣

ﾄー

蕊
現行税制のもとにおいて、公的医療槻関に比較し、

私的医療機関は税負担という差別を余儀なくされてお

り、更にこれ以上の税負担の加重を強いられることは、

私的医療機関に課せられた社会的責務をも、果せない

結果になることを懸念するものです。

よって医療の公共性、公益的使命と、その中におけ

る私的医療機関の果す役割りを自覚し、誠心努力して

いるわれわれ医療機関の実態をご理解いただき、従来

の制度が維持存続されるよう、陳情します。

社団法人日本病院会

医療槻関に対する事業税の取扱

いについて（陳情）

このことについて、われわれ病院各団体は協議の結

果、別紙のとおり陳情いたします。



税制に関する要望書 医族業は，業拐の」,Ｌ本的性格から向い公hlWkを婆,i1Iiされ

ており，また，われわれ医療従事者もこれをｌｆ１党し，その

社会的使命の達成に努力しております。

医療の原点とも言うべき救急医療又は措置医療に関して

も，これに積極的に取糾みその責務を果しているのは，民

間医療機関であります。

しかしながら，税制向におきましては，一般産業と比較

して，その公維的側面に対する考慮が殆どきれてなく，ま

た公的医療機関と比較しても，その業務の同質性からみて

著しく均衡に欠けるものがあります。

医療業の公益的側面に見合った税制の確立のため，別紙

の通り，昭和５８年度の税制改正要望事項の実現について

格別のご配慮の程要望申し上げます。

昭和５７年 月［１

殿

社団法人全日本病院協会

￣

￣

〔｣~Ｉ

社団法人日本医療法人協会

社団法人日本精神病院協会

社団法人日本病院会



昭和５８年度税制改正要望事項 （理由）病院の施設基準は`患者等の収

容に適応した環境条件を要求してい

る。老朽化した設備については，耐

用年数未満でも改善命令による更新

が義務づけられ，国際登録ホテル等

と比較しても，その耐用年数はより

短縮されるべきである。

建物鉄筋コンクリート造３６年，

建物附属設備１２年等登録ホテル業

等の耐用年数と同等以下の年数に短

縮されたい。

１．国税関係

(1)所得税，怯人税関係

1剰余金の配当の禁止と業務範囲か

制限されている医療法人について，

協同組合等と同様の法人税率を適用

すること。

（理由）医療法人は，その法人組織，

運営のすべてに亘D，民法第３４条

の公益法人のそれを準用している。

しかも，剰余金の配当禁止と業務上

附帯業務についての制限等があり，

医療事業の公益的性格と併せて，協

同組合等と比較しその位置づけに

即応した同率の２５冊の税率を適用

されたい。

法人税法第６６条

第３項

￣

￣

･）

所得税法第２０４条

第１項

３．非常勤医師の給与所得源泉徴収額

は所得税法第２０４条の適用を可能

にすること。

（理由）現在は，乙欄適用による高度

の累進税率適用にたっているため，

雇用者の負担は極めて高いものとた

っている。必要な法令通達の改正に

より，報酬又は料金の１０筋税率適

用を可能にされたい。

２病院用建物および建物附属設備に耐年省令別表第１

ついて，法定耐用年数を短縮するこ

と。



税標準価格６分の５に関する適用期

限を昭和５８年４月以降も引続き延

長すること。

（理由）救急医療の拡充を促進するた

め，救急医療用機器の償却資産税輕

減を目的とする課税価格の特例を昭

和５８年４月以降も引続き延長され

たい。

小医療用機器の特別償却制度の適用

期限を昭和５８年４月以降も引続き

延長すること。

（理由）医療設備の近代化と整備充実

を促進するため，昭和５８年４月以

降も特別償却制度を引続き延長され

ｌｌＷｉ法範１２条の２

第２項

惜魅法第４５条の２

第３項

たい。

(2)相続税

Ｌ医療法人社団の出資持分に対する

評価を払込済出資金額とすること。

（理由）医療法人の剰余金の配当禁止，

附帯業務範囲の制限等その財産処分，

評価上の制約並びに医療そのものの

公益性を考慮し，協同組合等と同様

に，社団の出資持分の評価を払込済

出資金額とされたい。

相，評基通1９５

昌

岸Ａ

－コ

2．地方税関係

(1)固定資産税

１救急病院等の救急医療用機器の課 地方税法附則

第１５条第１７項



記

11/(F''５７イｌｉ９Ⅱ１１

現在、多くの医療機関では、大学病院の医局等から教職員

又は研修生たる身分を有する医師又は歯科医師の派遣を受け

て診療業務に従事させており、これらの派遣医に対する給与

の支払いについては、いわゆる手取契約で、かつ、派遣を受

けた都度行う慣行が広く行われてきました。

そして、このような慣行によって支払う派遣医の給与につ

いて源泉徴収を行う場合には、給与所得の源泉徴収税額表

（日額表）の乙欄を適用することになりますが、手取額のい

かんによっては、各医療機関の負lllする税額が高額となるこ

ともあって、正規の源泉徴収を行わず、税務当局により是正

を求められるｚＭｌｌが少くなく、当会としても早急に取扱いの

適正化を図る必要性を感じております。

そこで、各医療機供|に対し、派遣医に支払う給与について

次の支払い基準による場合には、給与所得の源泉徴収税額表

（月額表）の適川がある旨を周知し、派遣医に支払う給与の

源泉徴収の適正化を図りたいと考えていますが、このような

取扱いで差し支えないか御照会｢|ルー'二げます。

なお、以｣この周知と同時に、派遣医の適正な確定申告が図

られるよう各医療機関に対し、法令に基づく給与所得の源泉

徴収票の本人交付と税務署への提}||の1M｛尖な実施について、

改めて周知したいと考えていますので、念のため｢|川添えます。

国税庁直税部長

角儘一郎殿

社団法人全’１本病院協会

社団法人｜Ｍｘ医療法人協会
￣

￣

｡。

社団法人’１本精神病院協会

社団法人’１本病院会

(/ｆ１ｆｌｆ順）

派遣医の給与所得について通川する〃N泉徴収税額衣の区分等

について、下記のとおりご'1<<会'１１しあげます。



ﾄ医師に対する国税庁からの返事ノマー

〔支払い基準〕

①月間の給与総馴をあらかじめ定めておき、これを月ごと

に又は派過を受ける都度分割して支払うこととするもの

②月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うことと

するもの '零
直法６－８

昭和５７年１０月２５日

社団圧人

社団圧人

社団法人

社団伝人

全日本病院協会

日本医療法人協会

日本精神病院協会

日平ｆ５院会

殿
殿
殿
殿

〕
」
①

酬剛僅鬮
夕

派遣医の給与所得について適用する源泉徴収

税額表の区分等について（昭５７L９．２０付照

会に対する回答）

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し

支えありません。



医療金融公庫の存続に関する要望書昭和５７年１０)］２７［１

われわれIlL1団体は、さきに医療金融公庫の統廃合に反対

する旨の要望書を関係名刀面に提lllしたところであります

が、臨時行政調査会におかれては、引きつづき特殊法人の

あり方の一環として同公庫の存廃につき御検討中と承って

おＱます゜

今更E|］し上げるまでもなく、私的病院、診療所はわがｈｌ

医療体制の主柱をなしており、その充実発展を図るために

同公ｌｆｌｉの存在は必要不可欠なものであります。

ここに、重ねて御理解を得たく下記のとおり医療金融公

庫の存続と充実を強く要望いたします。

殿

社団法人全［１本病院協会

」
図
○

社団法人日本医療法人協会

記

社団法人日本精ﾈｌｌｌ病|院協会

ｌ「１本の医療体制は、病院の80％、診療所の90％を私的

機関が占め、これら私的医療機関は救急医療及びプライ

マリーケアをはじめとした地域医療を通じ、国民の健康

の確保に責任をもってl］夜努力しているところでありま

す。

社団法人［１本病院会

(7[１－音１１頂）



て一に|の充実を図るべきであります。

医療機関は、医療法により従Ｌｌｆ者や施設等に対し特に

厳しい規制を受け、経営主体についても営利'三Ｉ的の株式

会ﾈ｣:等が禁止されると|｢ｉｌｌＩ『に、私的医療機関にあっては

累進課税による税負担も多く、かつ、医療独特の資本回

転の遅い性格から、経営面や資金調達に多大の制約を受

けております。このように一般企業と性格の全く異る医

療機関を一般営利企業を対象としている他公庫で取り扱

うことは不合理であるばかりか不適当であります。この

意味で医療金融公庫の統廃合は絶対に行うべきでないと

確信いたします。

今後も限られた資源を有効に活用しつつ、地域医療体制

の充実を図って行くためには、その経営に熱意と活力を

有する私的医療機関が中心とならざるを得ません。

なお、現在国、公立病院をはじめとする公的病院の多く

は、その運営の硬直性、非効率性から多額の赤字を抱え

ており、これら国公立を将来の「1本の医療の主柱とする

ならば、第二の国鉄化の道をたどることは必奈でありま

す。

2．わが国の医療機関は今後人口構造の老令化や、医療技

術の革新に対応した質的向-ｋが一層強く求められるが、

医療経営をとりまく環境の悪化、医療機械・病院用地・

建築費等の高騰は施設整備に必要な資金の調達を極めて

困難にしている現状であります。これらの資金をまかな

うには、民間資金や自己資金のみでは自ら限界があり、

医療金融公庫による資金の供給が不可欠であります。

￣

[、、
￣

3．今後医療金融公庫は、私的医療機関の果たすべき役割

と現下の厳しい医療経営環境に対応し、土地取得資金の

新設や融資限度額の引上げなど、制度と内容を中心とし



昭和５７年１２月６日
(理由）

政府は医療ZWIWj策の一理として薬価埜準の引き下

げを近く実施し、これに伴う医療費の改訂は若干そ

の時期を遮らせて実施する方針と伺います。昨年の

医疲費の改訂はわれわれ医療機関の要望に反したも

のとたり、医療の原価を割り、このために病院経営

が困難とたる現象がすでに現れている状況にあり室

す。今回医療受改訂に先んじて薬価遜準の引き下げ

を実施することは、診採報酬算定はトータルで行っ

ていろとする政府方針にもとろばかりでなく、病院

経世をさらに悪化させるものであり、薬価韮辿の引

き下げは医疲変の改訂と同時に実施すべきでありま

す。

殿

社団法人全日本病院協会

社団法人日本医疲法人協会

一

電」０〕
四
国

社団法人日本粕神病院協会

刷
勧
樹
履

』
’
二
千
．
『
１
．
－
Ｕ
，
４
ｍ
コ
マ

一」｝一一一へ．Ｍ）一一〉一卜
へ
．
ト
ク
。
．
！
．
．
。
Ｊ
』

溌一（一一Ｗ一に澤一

社団法人日本病院会

（五十音順）

要望譜

薬価韮地と医擁没の改訂を同時に実施するよう四病院

団体の総意により嬰望いたし交す。



昭和５７年１２月２３日

殿

社団法人全日本病院協会

社団法人［１本医療法人協会」
四
四

社団法人［|本精神病院協会

社団法人日本病院会

(五十音順）



要 望 書

I

L
2
4
-

今次の老人保健法の成立にあたり既に公表された ｢老人の

診療報酬に関する検討項H(メモ)｣を医療機関､就中病院が

忠実に実施するとすれば､本来､憲法で保障されているすべ

ての国民が､健康で文化的な生活を営む権利を根底より否定

することとなり､人生の大半を社会の生産活動にささげ､漸

く老境に入 って余生の憩いを求めようとする老人に対し､全

くM老人い じめ ''以外の何物で もない｡

いま詳細にメモを各項目毎に検討 した結果

1. ｢入院期間の短縮及び注射､点滴等の適正化｣は､たと

え如何なる美辞麗句を使おうとも､技術料の無視､制限診

療につなが り､診療報酬の出来高払いを否定するものであ

る｡

2. ｢地域や家庭における医療並びに指導を重視 した医療へ

の転換｣といいながら､慢性疾患指導管理料の廃止及び退

院患者継続看護指導料の設定等､有病率の多い老人を医療

から切 り離 し福祉への麺責任な転換委譲であり､特にたと

え主治医の指導のもとにという前提をおくとしても無資格

者の医療行為を助長するおそれがある｡

3. ｢いわゆる老人病院の診療報酬の合PrJ!化｣ は老人病院を

特定 した規準のもとにおくことにより､いわゆる第二種病

院的なものを容認する事となり､医療の水準を低下させる｡

また､老人病院における別個の診療報酬体系を設定するこ

とは将来､一一･般保健医療をも､その枠内に統一･しようとす

る意図が明白であるという結論を得た｡

われわれは以上の見地より断乎これに反対する｡ 関係当局

はさらに各病院団体の意見を十分に聴取 し尊重し善処される

車を強 く要望する｡



昭和５７年１２月２３日 医療法一部改正について当面の意見

医療法は制定後三十有余年を経過し時代の推移ととも

に大巾な改訂を必要とされます。

しかしながら改訂は慎重を要し、このため、なお多くの

検討時間か必要とされます。

したかって、緊急を要するとされる下記２点についての

当面の意見を提出します。

殿

社団法人全’１本病院協会

ｌ
］
回
ロ
Ｉ

社団法人［1本医療法人協会 記

ｌ地域医療計画

（１）地域医療計向は民間指導型であるべきである。

（２）計lm1の立案に当っては、地域医(Illi会のみならず､公・

私両病院団体の意見を聴くべきである。

社団法人日本精神病院協会

２医療法人の監督

医療法人の指導監督は、現行法令の規定により行政指

導の強化によって充分［｜的を達せられるはずである。

立入検査又は役員の解任等を法にうたうことは不必要

である。

社団法人［１本病院会

(五十音順）



昭和５８年１月１８日

本病院社団法人全日

皀
甫
匿

鵬醜罷
ｊ
丹
！

医療法社団法人日本

麓繕雲
社団法人日本精神病

』
国
①

社団法人日本病

(五十音順）

医療法人の相続税問題について

四病院団体は「持ち分のある社団医療法人」の相続税

を、出資金額に限定するようお願いしておりましたこと

について、必ずしもこれにこだわるものでなく、円滑に

事業承継ができるよう適切な税制の改正をお願いいたし

ます。

それにつきまして四病院団体において、「医療法人怯」

を検討中でありますので追って提出いたします。



なり、ｉｉｌｌイ'１((qj(/|'〔の,苞lXlにも)叉する糸,'州を}{{〈ことは|ﾘｌ

らかである。

われわれ病院団体は、今ＩＤＩの医療金剛１分lil(廃｜［の第４

部会報告に反対し、その存続を強く求めるものである。

明 剴上
『Ｉ声

｜臨調第４部会では、ｌＨｌ７Ｈ特ＩＺＭ:人等及び現業等

の征リノノについてのIWlj会報告をまとめ、この【１１で医療金

融公庫を廃止し、その業務は)旱生首n1i管の他の機関を改

組して引き継ぐ゛との見解をlﾘ化かにした。

われわれ病院団体は、かねて医療金融公庫の存続の必

１１(州１５８年１ｋ１２０１１

要性について強く要望し理解を求めてきたところである
社団uLi人全日本病院協

が、わが国医療供給体制の中で私的医療機関の果してい

る役割と現下のきびしい医療経営の実態、更に急速な人

ロ構造の高令化と医療需要の多様化等変動する医療環境

に対処し、国民医療を確保してゆくためには医療金融公

庫の存続は絶対に不可欠なものであって、むしろその機

能を高めるための諸条件の改善をこそ求めてきたもので

ある。

医療金融公庫は、設立以来医療における専門的立場に

たって政策金融機関としての機能を果してきたものであ

って、医療需要の急速な増大と国民医療費の増高が予測

される今日、病床不足の解消状況をもって廃止するとす

るならば今後における国民の適正な医療の確保は困難と

］
画
『

社団法人日本医療法人協

露社団法人日本精神病院協

社団法人日本病院

(五十音順）



Ⅱ〈川'１５８イ'２１）１２'１１’

社'１１法人全日本病院tlZ会

社'１１法人｜］水医旅佳人協会

〕
四
ｍ

社|】l法人日本精iqll病院'１２会

社団法人日本病院会

〔五十音順）



中 人

耽 々は さ きに老人保触 法にかか る診横 軸州に快=ノ､ 紫望書 を作

成､ 捉 山 したが､ 去る 12月 291三川一区 伽に於いて決定､ 発表 さ

れた一連.の診療 稚州改定 の内容 を許柳に検 討 した拙･'巣､ 国民の医

療 を守 る花 々の襲望は,全 く苓れ られてい ない との結論に適 したの

で､ 各項 目ととの意見､ aEび忙硯 卜の病院 が勘所す る危機の実情

を述べ ここに再度 申人をす る｡

I
L
2
9
-

l 老人の医療に賓す る供用の轍の算定に関す る逓畔

1. 老人特掲診療科

(1) 入院時医学 管理料の若干の棟上げ は一 見､ ア ップに見え

るが､ 入院抑問に伴 う遊脚 ま､ と もすれば長州に亘 りが ち

の入院 を これによって規 制 しよ うとす る意図 なが ら老人医

療 の本質 を全 く弁 えてい ない｡

(2) 点 滴注射の注射液別を 5°OCCと言TiT･-_した ことは､ 部‖司

医療 柴改定時の不合理 を見直'.した もの として評価 山来 るが･

入院 中の者については注射看視料 を入院時医学管理料 に包

含 させ た ことは ｢ずるめ｣ を認 め､ 然 もそれVCより管理料

の実質的減栃 とな りかねて よりの花 々の主張 を大 きく後退

せ しめた もの といえ る｡

(3) 生 活指碍管判!.料の新穀は慢性疾.色目葛藤 管理 料の廃止 と相

殺 した もの で あるO

(4) .出院 H､●i柑*･利V.LそV)裾 役の映 り'･･的 論 拠 が明らか で な く､

また これ に よって/l:.院 日放の如 鮒 を図 るのH的uずれ とい

え よ う｡

([,) 退院 ,RI.名継続 看 護 ･指哨利hL前IL■lの 要望圭勘にも言及 した

通 り無Ft肺者の医瞭行 わを誘発す るかそかが ない とはいえ
ない O

(tD 老人の収容比率が著 しく高い柄院 父rLt柄 枚に収容 されて

い る者に係 る診蛸 料の特例は､ その各項 目を通 じて､ ｢有

病の老人い じめ｣そ の もので あ り､ 特に(ロ)JAの老人収容比

率が 6割 以上 の ものについての老人検査料､老人注射料､

老人処借料等の低絞 まるめは医療 の本IB を破壊す る こと も

さる ことなが ら､ 該 当す る病院に対す る行政指導 を医療費

の圧縮による収 入減 とい う懲粥的 な もの- のす りかえであ

り､ 医頒柴体 系の rlJでの読声高では ない｡

2. その他の診塘料

(I ) 初 回朽診料 (2) 特定疾患治療 管理料 (3) 検査料

(4) 理 学療法 (5) 精神病特殊頒法 (6) 処置及び手術

の各項 目は新 設又は増点 とな ってい るが､ 疾患 或は方式が限

定 され てい るため該 当す る症例V:1傾 く化かで あ り､ 一般医僚

機 個に及はす 経済的形轡は少い｡



いⅢI(実を1''1祝-ケペさｌ１ｉイ［を､し'1,1)はいこねばならない。

Ｉｌｉｌｌ定以米３（）』'２余を縦て、Ⅱ)(;(/cljjlUIMi化したI4AiljImﾐﾙ(u行kⅢｌｌｌＩ/ｃよ

る医療従ｌｊｉ者の定数及び'1ＭMﾉﾐによる｣,Ｗ1着,池の脂疋ﾉＭＬＩｄ〔この

際、大'隅に変災されることを命1,ijbE人は'Y↓んでいる。各ｊｌｕ忙於い

ては経営困難、或Ｉｄ〔それに端を発したツノⅢ'１１１迦等のため倒施、廃

院となった』]1例が,|:|l次いでいる尖Ｉ１ｌｉである。従って)ＦＩＩ屋代の錐額

徴収を認めるなどせめてljillIIMWﾑにまで述せしめることか望まし

１１｜一般の医科ﾉﾊ(数衣|/〔おける攻|「の|ﾉＷＦ」

Ｉ初回IIJ診〃Ⅱ算は技術)I(:|を評llll1したものとして怠我はあるが

その点数ＭＭ築II1iリ｜「げに対する飛としては(''１梓みるべき

ものはない。

２特定集｢|]治1M『室管、!"１１算の１Ｗ,'､l《(及び1'1(幽治旅室管｣ulDⅡ算の

新設は評ＩｉⅡiされるとはいえ、これが適川llI来る医旅槻ljL1の数

は少い゜

３．特定疾患治療管理料の手直しもまた評IilliにI11IIいするが、小

児特定疾患カウンセリングの新設はその年令、川'１１がilill限さ

れるうえ、標傍科目を小児科にのみ限定するなど診療所の実

態に目を掩っているといえる。

４検査料５注射料６理学旅法

い。

以上の見地より今|□|のAMlj(表の改jl2ld〔３」'二半の空白)UlI1lIをおい

てIlili〈実現した一昨`1三(ｉ月の医)'１１Ｍ【改定か我均の｣０１侍を聖切り、

結果的には医療収入の増加には程遠く全く減収につながった実態

の是正に何等寄与することなく、再び失望と無力感を味うに終り、

然も今回の改正はそのターゲットを専ら病院に指向したものと断

ぜざるを得たい。

以上により我々は断乎とれに反対し、再びＩｌｌ人を行い、関係方

』
②
○

7．精神病特殊療法８処置及び手術

は前項と同様に評価される。

9．骨髄移植の新設は評価に値するがこれに対応し得る医療機

関は極く少数に限定される。

面の猛省を促すものである。

また現在の医業経営は、病院と診療所との間に遥かな格差のあ

ることを何ひとも否定することはできない。特に今回の改定が臨

調答申の厳しい盗勢のためとはいえ、最近の物価、人件費の高騰

に目をＩｌｌＬい、且つ１月より実施された柴lilli｣,lW1の'ﾉⅢげによる経

済的打峡により医疲水碓の向上ﾉlﾉ韮は拡大｢I)LIZ産は望むべく１Ｍ：



価額５０冊、知似業柾比jlWIli額５（）船で評liHiされるやにきいて

おります。

２これに対して持分の定めある医僚法人社Ｕｌの出資評価は、jUII常

の事業会社とは別に、相続税財産評価基zMh達１９６Ｋより、

同通達１８８(6)を準用し、純資産Iilli額のみで評Iilnされることに

なっています。しかし、今回の事業承継税制の改正にあたって、

所謂「中会社」の中クループ（Ｌ＝（１５０）の類似業種比準価

額方式の併用か適用されるやにきいております。

3．医療法人は資産規模、取引規模及び資本金規模において所謂

「大会社」「中会社」（Ｌ＝０７５）に匹敵するものが多いに

も拘らず、純資産価額方式で評価されていたため、一般事業会

社と比べて相続税負担が著しく重くたり、事業承継を困難にし

ていたのが実情であります。

昭和５８年１月２６日

殿

社団法人全日本病院協会

社団法人日本医療法人協会

Ｉ
］
い
］
Ｉ

社団法人日本精神病院協会

社団法人日本病院会 よって、今回の事業承継税制の改正にあたり医疲法人を、合名会

社、合資会社・有限会社等と同様、全面的に類似業種比準価額方式

の適用を受けられるように、相続税財産評価基本通達１９４を改正

されることを要望いたします。

（現行）合名会社、合資会社又は有限会社についての出資の価額は、

株式の評価方法に準して計算した価額によって評価する。

（改正要望）合名会社、合資会社、有限会社又は医療法人について

の出資の価額は、株式の評Iilll方法に雄して計算した価額に

よって評価する。

（五十音順）

出資持分のある医療法人社団の

中小企業事業承継税制に関する要望書

Ｌ伝えられるところによれば、本年４月に改正される事業承継税

制について、従来、純資産価額のみで評価されていた所謂「小

会社」の株式評価が、類似業種比準価額方式を併用し、純資産



医疲法人の相続秋舩についての要望書；

昭和５８年３月７日

医恢法人の出資持分に対する相続fＨ１評価は純資産価額

方式で評価されているため、円滑な迭捺法人の承継が困

難とたっている。国民の植祉のためにも現行法は医療法

人にはなじまなWliU度でありますので１１ｋにより昭和５８

年皮税iljl｣改正に当りご図Ｃ願下さいますよう要望申し上げ

ます。

股

社団法人全日本病院ljlﾉﾘ会

1．医恢法人の出資持分の相続粉,評価は、今回の中小

企業の相統税の改正に合せ、類似業種比準方式も

選択できることとされたい。

－
］
四
ｍ
Ｉ

社団法人日本医擁法人|肋会

社団法人日本稲ｲ【1]病院ＩＺｉ１会

2．このため現行の相続税１１イ産評価基本迪遜／９６の

ｉＩｉＭＵ区分を／９坐に変更されたい。

社団法人日本病院会

3．比il1Liすべき業種は、同Iil達にある業》il1栃号／００

のその他の産業とされたい。

(五十音11膜）

なお、四病院団体は「持ち分のある社団医療法人」の

相続税を、出資金額に限定ブーるようお願いしておりまし
い

たことについては撤回いたします。



雀た、厚生省が現在医療法改正について検討中であり

交す「社団たる医療法人の継続性を図ろため、社員に対

する退社時の払戻額及び解散時の残余財産の帰属額を出

資額の範囲内に定めた定壼tについては、その後における

当該規定に関する定款変更を認めないものとすること」

につきましては同意できません。

ｌ
」
い
い
Ｉ



医ｉ１ｊＩ（金融公庫の廃止反対

についての要望謬：

昭和５８年３月１５日

臨時行政訓査会は３月１４日の答申において、医療金

融公庫を社会福祉事業振興会に統合し、同公庫を廃止す

ることを答申しているがこの答申内容は誠に遺憾である。

国は１１ｲ政T1jjdLの一環として医疲費の抑制を行っており、

病院の仙全な迎営が空前の危機に直面している現在、国

民の樋祉、IIlfiM〔をＷMiLするためにはLjL熊金融機関として

の医旅金融公L1rは絶対必要であり廃止には反対である。

よって、四病院団体協議会の総意により、医療金融公

殿

社団法人全日本病院協会

社団法人日本医療法人協会

〕
②
』

社団法人日本粉ネリ病院協会
庫の存瞳を吸望します。

社団法人日本病｜塊会

(五十音順）



鞭日本病院 会 役員名簿（皇鴎蕊;肘:)(順不同）
昭和５６年７月２５日現在

職名壽県薑氏名 病院名経営主体〒 病院所在地 電話

長大阪府内藤景岳総合病院南大阪病院医療法人（559）大阪市住之江区勅ﾛ賀屋1-18-1806-685-0221

会長長野県糯月俊一佐久総合病院厚生連（384-03）南佐久郡臼田町大字臼田19702678意2-3131

束京都１口Ｉ野稔北品川総合病院公益法人（140）品ｌＩｌ区北品)lll-23-1903-474つ023”

" 大阪府吉岡観八新千里病院〃（565）吹田市津雲台1－１－，６06-871-0121

富山県村田勇富山県立中央病院都道府県（９３０）富山市西長江２２０0764-24-1531"

壬理事埼玉県秋山博済生会)'１口総合病院済生会（332）ﾉllp市西)lIp5-12-10482-53-1551

池谷亘蕨市立病院市町村（335）蕨市北町2-12-180484-32-2277" ″

千葉県諸橋芳夫国保旭中央病院〃（28ヶ２５)旭市イー１３２６04796-3-8111"

ノノ 東京都」上原哲夫東京逓信病院国その他（102）千代田区富士見2-14-2303-238-7000

野村秋守野村病院医療法人（181）三鷹市下連雀8-3-60422-47-4848" "

ｉｒＩｊ山豊高山整形外科病院”（125）葛飾区金町＄4－５03-607-3260" ″

神奈)||県ノ(〈野松次京浜総合病院〃（２１１）)||崎市中原区新城1-2-5０K'4-777-3251"

" ″ Ｉと野一ｉｉｉ港北耳鼻咽喉科病院個人（222)横浜市港北区菊名7-1-11 045-421-8945

” 静岡県ドｌｑ本敏雄静岡厚生病院厚生連（420）静岡市北番町２３0542-71-7177

判１川一郎静岡赤十字病院日赤（420）静岡市追手町8-20542-54-4311" "

" 愛知県IlYil山義雄岡山病院医療法人（460）名古屋市中区栄１－３，１052-221-1851

" 大阪府二本杉皎大阪赤十字病院日赤（543）大阪市天王寺区筆ケ崎町５－５３06-771-5131

イブ犀源藏有澤総合病院医療法人（573)枚方市中宮東之町12-14072小47-2606" "

″ 兵庫県北村行彦優生病院個人（660)尼崎市杭Iii大崩１06-488-1851

" 岡山県柳原宏榊原十全病院医療法人（700）岡山市丸の内2-1-100862-25-1921

事岩手県金子保彦岩手県立中央病院都道府県（020)盛岡市本町通1-1-10196-53-1151

" 宮城県安田久石巻赤十字病院日赤（986)石巻市吉野町1-7-100275-95-4131

″ 秋田県竹本吉夫秋田赤十字病院〃（０１０）秋田市中通1-4-360188-34-3361

山形県安藤静男山形市立病院済生館市町村（990）山形市七日町1-3-260236-22-5201

福島県星源之助総合会津中央病院医療法人（965)会津若松市-箕町櫛賀字船禰02422-5F1515
〃
〃

東京都

"

"

"

〃

神奈)||県

新潟県

山梨県

長野県

原
小
丹
堀
丸
小
亀
中
小

夫
隆
久
光
二
肇
平
雄
郎

俊
直
英

宏
忠
源

公立昭和病院

日本赤十字社医療センター

武蔵野赤十字病院

東京都済生会中央病院

東京列漏圓会医科大学附属病院

大□病院

中央綜合病院

加納岩病院

昭和伊南総合病院

市町村

日赤

”

済生会

学校法人

医療法人

厚生連

医療法人

市町村

(１８７）小平市天神町2-450

(１５０）渋谷区広尾4-1-22

(180)武蔵野市境南町１－２６－１

(108）港区三田1-4-17

(１０５）港区西新橋3-19-18

(221）横浜市神奈川区大口通１３０

(940）長岡市福住2-1-5

(４０５）山梨市上神内川１３０９

(399-41）駒ケ根市上穂栄町23-1

0424-61-0052

03-400-1311

0422-32-3111

03-451-8211

03-433-1111

045-401-3861

0258-35F3700

05532-2-2511

02658-3-2121

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

林
羽
内
毛
野
山
沢
口

敏藤掛第一病院個人（５００）岐阜市一番町１

男静岡市立静岡病院市町村（420）静岡市追手町10-93

岐阜県藤掛

静岡県長谷川

0582-65-5255

0542-53-3125

′′

” 豊

－１３５－



役職名澪県臺氏名 電計病院名経営主体〒病院所在地

(498)海部郡弥富町大字前ケ須新田字南鰹
O5676-5-21

052-652-7

理事愛知県下村尚一海南病院厚生連（498）海部郡弥富町大字前ケ須新田字

太田元次名古屋被済会病院公益法人（454）名古屋市中川区松年町４－６６" ″

三重県村田済伊勢市立伊勢総合病院市町村（５１６）伊勢市楠部町316-2”

遠山豪遠山病院医療法人（５１４）津市南新町１７－２２” ″

大阪府豊島正忠大阪府済生会中津病院済生会（５３０）大阪市北区芝田2-10-39"

" ” 河崎茂水間病院医療法人（597-01）貝塚市水間５１

田中治東大阪病院”（536）大阪市城東区中央1-7-22” ″

" 兵庫県安東三郎神戸市立西市民病院市町村（653）神戸市長田区一番町2-1-4

白井潤神戸披済会病院公益法人（651）神戸市中央区中山手通6-2-5" "

小原知次郎ノ｣、原病院医療法人（６５２）神戸市兵庫区荒田町１９－１９″ "

平野明共立会病院〃（675）加古ﾉ||市米田町平津５９６" "

奈良県南ＢＩＥ秋津鴻池病院〃（６３サ２２)御所市池之内１０６４"

和歌山県遠藤香苗和歌浦中央病院〃（641）和歌山市塩屋6-2-70"

ノダ " 中村了生中村整形外科病院〃（640）和歌山市友田町２－２８

島根県石倉幌松江赤十字病院日赤（690）松江市母衣町２００〃

″ 高知県近藤慶二高知県立中央病院都道府県（780）高知市桜井町2-7-33

" 福岡県鍬塚登喜郎福岡赤十字病院日赤（８１５）福岡市南区大楠3-1-1

" 熊本県三浦義一済生会熊本病院済生会（860)熊本市段山本町４－３８

" 長崎県岩永光治十善会病院その他tlE人（850）長崎市寵町７－１８

監事神奈川県太田清一太田総合病院医療法人（２１０))||崎市)||崎区駅前本町３－１

" 茨城県）Ｊ）|Ｉ潔茨城県立中央病院都道府県（309-17）西茨城郡友部町鯉制16528

篝議員薑滋賀県財津晃長浜赤十字病院日赤（526)長浜市宮前町14-7

籔誓鬘東京都河井博河井病院個人（161)新宿区西落合1-27-10

毛
で
Ｕ
訓
引
モ
イ
乱
心
２
引
刊
２
引
訓
も
乱
０
１ 一
一

冊
刑
伽
湘
捌
釧
如
皿
刊
捌
咽
刊
刎
組
別
別
刊
Ｍ
ｎ

珈
伽
叶
剛
叶
冊
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
川
川
Ⅲ
剛
剛
Ⅲ
柵
柵
Ⅲ
伽

０
０

０

07496-3-2

03-951-9

－１３６－



舳澪県臺氏 名 病院名経営主体〒病院所在地 電話

学
ご
囚
ツ
ア
ソ
ソ
γ
〃
〃
〃

員 北海道

"

青森県

岩手県

"

宮城県

"

秋田県

”

嘉
野
中
倉
遠
丹
女
峯
瀬

浦河赤十字病院

白石中央病院

中村整形外科病院

北上済生会病院

遠山病院

仙台市立病院

仙台赤十字病院

秋田組合総合病院

中通病院

也
潔
雄
宏
知
男
浩
夫
士

一三曰
達

登
美
三

照
泰

戸
田
村
光
山
野
川
木
戸

日赤

医療法人

個人

済生会

医療法人

市町村

日赤

厚生連

医療法人

(057）浦河郡浦河町東町２３０

(062）札幌市白石区平和通３丁目北2-3

(037）五所川原市一ツ谷160

(024）北上市花園町1-6-8

(０２０)盛岡市下ノ橋町６－１４

(980）仙台市--番町4-6-1

(980）仙台市五橋2-12-2

(０１１）秋田市土崎港中央4-5-45

(０１０）秋田市南通みその町３－１５

01462-2-5111

011-861-8171

01733-4-3315

01976-4-7722

0196-51－2111

0222-66-7111

0222-27-1311

0188-45-0161

0188-33-1122

山形県

福島県

"

Z向〔城県

"

"

"

栃木県

”

群馬県

"

埼玉県

″

千葉県

”

篠
本
渡

秀 篠田総合病院

公立藤田総合病院

渡辺内科胃腸科病院

県西総合病院

水戸済生会総合病院

大洗侮岸病院

水戸協同病院

大田原赤十字病院

自治医科大学附属病院

前橋赤十字病院

慈光会病院

深谷赤十字病院

上福岡中央病院

小見川中央病院

柏戸病院

(990）山形市桜町2-68

男
尚
光
夫
喜
孝
也
郎

医療法人

市町村

医療法人

市町村

済生会

医療法人

厚生連

日赤

学校法人

日赤

医療法人

日赤

個人

市町村

医療法人
田
宿
辺
宅
野
沢
木
藤
本

0236-23-1711

02458-5-2121

0245-22-9156

02967-5-3171

0292-24-2121

02926-7-2191

0292-31-2371

02872-3-1122

02854-4-2111

0272-24-4585

0273-22-5140

0485-71-1511

0492-62－3131

04788-2-3161

0472-27-8366

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

(96ヶ１７)伊達郡国見町大字塚野目字三本木
１４

(960）福島市北町1-40

(30少１２）西茨城郡岩瀬町大字鍬田６０４

(３１０）水戸市末広町1-1-8

(311-13)東茨城郡大洗町大賞町９１５

(３１０）水戸市宮町ナ2-7

(324）大田原市住吉町2-7-3

(329-04)河内郡南河内町薬師寺3311-1

(３７１）前橋市朝日町3-21-36

(３７０）高崎市上佐野町501

(366）深谷市大字上野台856-1

(356）上福岡市上福岡1-14-7

(28ヶ０３）香取郡小見川町南原地新田438

(280）千葉市長州2-21-8

正
和
情

丹
会
鈴
斉
松
長
山
高
井
小
柏

達
達
清

洋
学
夫

崎
木
上
林
戸

紹
寿
慰
正

之
英

大森赤十字病院

識本病院

河井病院

第一病院

東京前沢整形外科病院

川崎市立)||崎病院

済生会神奈川県病院

日吉病院

渕野辺病院

水原郷病院

桑名病院

新潟県立新発田病院

夫
慶
博
朗
彦
平
夫
春
章
郎
治
寛

政
正
益
伯
一
正
正

一
昭

橋
本
井
村
沢
森
内
田
屋
田
名
木

日赤

医療法人

個人

"

”

市町村

済生会

個人

医療法人

市町村

医療法人

都道府県

(１４３）大田区中央4-30-11

(180-04）清瀬市旭が丘1-261

(161）新宿区西落合1-27-10

(１２５）葛飾区東金町4-2-10

(１６６）杉並区阿佐谷南2-14-3

(２１０）川崎市)１１崎区新川通１２－１

(221）横浜市神奈川区富家町６－６

(223）横浜市港北区日吉本町１９６６

(229）相模原市渕野辺3-2-8

(959-21）北蒲原郡水原町岡山町13-23

(９５０）新潟市古川町６－４

(９５７）新発田市大手町4-5-48

Ｏ3-775-3111

0424-91-2121

03-951-9116

03-607-0007

03-314-5429

044-233-5521

045-432-1111

044-631-7373

0427-54-2222

02506-2-2780

0252-73－2251

02542-2-3121

局
織
河
野
前
藤
大
熊
士
寺
桑
鈴

東京都

"

″

”

’’

神奈ﾉ||県

"

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

”

"

新潟県

”

’’ ′’

富山県

石川県

"

0764-41-2481

0762-81-1125

07675-2-3211

(９３０）富山市五福１１３０

(９２ヶ１２)河北郡高松町字内高松ヤ３６

(９２６)七尾市富岡町９４

正一郎

忠蔵

正一

西能病院

石川県立高松病院

恵寿病院

医療法人

都道府県

医療法人

西能

道下

神野

〃
〃
〃

福井県藤沢正清福井県済生会病院済生会（９１０）福井市中央2－８－６

－１３７－

O776-23-1111〃'



役朏欝県毫氏名 病院名経営主体〒病院所在地 電話

(401）大月市大月町花咲１２２５

(406)東八代郡石和町四日市場2081

(400）甲府市富士見1-1-1

市町村

医療法人

都道府県

大月市立中央病院

甲州中央温泉病院

山梨県立中央病院

05542-2-11

05526-2-3

0552-53-7

安
島
飯

宏
秀
良

山梨県

"

代議員

田
津
田

寿
文

〃
〃

’’

守城西病院医療法人（390）松本市域西1-5-16 0263-33-6長野県関"

静岡県中山耕作総合病院聖隷浜松病院そのｲU狂人（４３０）浜松市住吉2-12-12 0534-74-21''

長浜赤十字病院

琵琶湖病院

豊橋市民病院

名古屋第二赤十字病院

総合大雄会病院

三九朗病院

松阪市民病院

田中病院

公立南丹病院

京都四条病院

高槻赤十字病院

大阪府済生会野江病院

大道病院

総合加納病院

府中病院

中野小児病院

(５２６）長浜市宮前町14-707496-3-2

(５２+０１）大津市坂本本町6600775-78-2（

(440）豊橋市松葉町３－１0532-52-6（

(466）名古屋市昭和区妙見町２－９052-832-1］

(491）一宮市桜１－サ９0586-72-1：

(４７１）豊田市小坂町７－８０0565-32-02

(５１５）松阪市殿町１５５０0598-23-1〔

(519-01）亀山市西丸町５３９05958-2-1〔

(６２ヶ０１)船井郡八木町大字八木小字上野2507714-2-2〔

(600）京都市下京区東堀川四条下ルＯ75-361-54

(５６９）高槻市阿武野1-7000726-96-0［

(５３６）大阪市城東区中央2-11-1806-932-04

(536）大阪市城東区東中浜1-3-1705967-7］

(５３１）大阪市大淀区天神橋７－５－２６06-351-53

(594）和泉市肥子町1-1,170725-41-16

(535）大阪市旭区新森４－１３１７06-952-47

滋賀県

〃

愛知県

"

財
加
緒
富
伊
加
小
田
塩
中
上
西
大
加
岸
中

津
藤
方
永
藤
藤
山
中
津
野
月
田
道
納
□
野

日赤

医療法人

市町村

日赤

医療法人

"

市町村

個人

市町村

その他法人

日赤

済生会

医療法人

医療法人

”

晃
明
吾

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

正
健

研
健
郎
夫
晃
進
光
樹
学
美
繁
光

"

県
府

府

〃
重
〃
都
〃
阪
〃
〃
〃
〃
〃

一一一
一
泉

大

士
矩
徳

景
茂

繁

博 ''

兵庫県

"

′′

”

"

奈良県

"

和歌山県

”

〃

姫路赤十字病院

済生会兵庫県病院

広野高原病院

明舞中央病院

城南多胡病院

済生会奈良病院

沢井病院

国保日高病院

和歌山赤十字病院

瀬藤病院

宮本病院

月山病院

鳥取県済生会境港病院

野島病院

男
三
吉
武
祐
雄
一
二
雄
仁
俊
男
緑
助
之

康
省
俊
利
楢
道
陽
浩
行
光
勝
和

鉄

田
藤
田
原
胡
米
井
田
藤
藤
保
山
宮
島

日赤

済生会

医療法人

"

"

済生会

公益法人

市町村

日赤

医療法人

"

個人

済生会

医療法人

(６７０）姫路市龍野町5-3Ｇ１

(６５１）神戸市中央区日暮通5-5-17

(673-02）神戸市垂水区押部谷町西盛566

(６７３）明石市松が丘4-1-32

(６７０）姫路市本町１５

(６３０）奈良市杉ケ町２４

(６３０）奈良市船橋町８

(644）御坊市薗116F２

(６４０）和歌山市小松原通り４－１

(640）和歌山市岡山丁９

(641）和歌山市塩屋3-6-1

(６４０）和歌山市小松原通り１－３

(６８４）境港市米川町仏

(682）倉吉市瀬崎町2714-1

岡
依
安
元
多
久
沢
古
内
瀬
神
月
岩
野

0792-94-22

078-251-85

078-994-11

078-917-2（

O792-25-22

0742-22毛8

0742-23-3Ｃ

Ｏ7382-2-11

0734-22-41

0734-24-31

0734-44-05

0734-23-23

0859ｋ4-2-31

08582-2-62

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

′'

”

鳥取県

”

島根県

岡山県

"

森本

大和

官本

紀
士
郎

正
人
祥

森本産婦人科病院

岡山済生会総合病院

総合病院津山中央病院

(690）松江市雑賀町８２

(７００）岡山市伊福町1-17-18

(７０８）津山市二階町６７

個人

済生会

公益法人

0852-25-22

0862-52-22

08682-2-6１

－１３８－



職名涛県薑氏名 病院名経営主体〒病院所在地 電話

議員岡山県木田恵三新見中央病院医療法人（７１８）新見市新見827-1 O8677-2-2110

広島県

山口県

"

香）|｜県

"

愛媛県

"

田
富
田
田
原
屋
尾

岡
吉
村
實
藤
士
松

二
一
郎
海
和
敏
郎

太
泰
正
寿
静
壷
定
慎

岡田病院

総合！庚院山口赤十字病F完

村田博愛病院

香川労災病院

総合病院回生病院

総合病院松山赤十字病院

十全総合病院

(734）広島市元宇品町26-19

(７５３）山口市八幡馬場５３－１

(747）防府市三田尻1-1-24

(763）丸亀市城東町１４８

(762）坂出市室町3-5-28

(790）松山市文京町１

(792）新居浜市北新町１－５

0822-55-3911

0839-23-0111

0835-22-2310

08772-3-3111

08774-6Ｆ1011

0899-24-1111

0897-33-1818

個人

日赤

医療法人

その他公的

医療法人

日赤

公益法人

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

徳島県中西修中西整形外科病院医療法人（770)徳島市中通町1-29 0886-26-3822"

高知県

福岡県

〃

″

"

"

佐賀県

〃

長崎県

岡村一

兵働貞

井手一

原安

弓削静

士屋呂

鶴丸廣

山口弾

福丼

雄岡村病院

夫浜の町病院

良ロ聖マリア病院

彦香椎原病院

彦大牟田市立病院

武済生会福岡総合病院

長佐賀県立病院好生館

之至誠会病院

順福井病院

医療法人

その他公的

医療法人

〃

市町村

済生会

都道府県

医療法人

〃

(780）高知市入明町１－５

(８１０）福岡市中央区舞鶴３－５－２７

(８３０）久留米市津福本町４２２

(８１３）福岡市東区香椎3-3-1

(836）大牟田市不知火町３－３

(８１０）福岡市中央区天神1-3-46

(840）佐賀市水ケ江1-12-9

(840）佐賀市田代2-7-24

(851-03）長崎市深堀町1-11-54

柵
川
畑
剛
川
Ⅲ
川
脇
川

冴
叶
貯
冊
十
汁
胖
叶
ル

ー
７
－
６
５
７
－
一
一

柵
Ⅲ
卿
Ⅲ
側
Ⅲ
棚
柵
棚

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

″

沖縄県比嘉責沖縄赤十字病院日赤（902）那覇市古波蔵１１３ O988-53-3134"

－１３９－



鞭曰本病院会委員会委員名簿

自昭和57年４月１日

至昭和58年３月31日

1．医療制度委員会

小西宏委員

河野稔委

諸橋芳夫委

大野松次委

小野肇委

鈴木憲輔委

左奈田幸夫委

佐分利輝彦委

行天良雄委

渡辺茂夫委

紀伊國献三委

井上昌彦委

津田豊和委

尾崎恭輔委

矢野正子委

荒井蝶子委

ﾈ[際111県済生会業務担当理事

北品川総合病院

国保旭中央病院

京浜総合病院

大□病院

八千代中央病院

東海大学

厚生省病院管理研究所

曰本放送協会

社会保険中央総合病院

筑波大学

北里大学

厚生省病院管理研究所

東海大学

都立神経病院

聖路加看護大学

長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

神奈川県

東京都

千葉県

神奈川県

神奈川県

千葉県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

茨城県

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

O４５－６６２－４７２１

０３－４７４－００２３

０４７９６－３－８１１１

０４４－７７７－３２５１

０４５－４０１－３８６１

０４７４－８３－１５５５

０４６３－９３－１１２１

０３－２０３－５３２７

０３－４６５－１１１１

０３－９９９－０２８７(自）

０２９８－５３－２１１１

０３－４４４－６１６１

０３－２０３－５３２７

０４６３－９３－１１２１

０４２３-２３－５１１１

０３－５４３－６３９１

2．社会保険委員会

譜橋芳夫委員

一条勝夫委

大野松次委

小笠原道夫委

尾□平吉委

落合勝一郎委

北村行彦委

黒田幸男委

長
員
員
員
員
員
員
員

国保旭中央病院

自治医科大学

京浜総合病院

河北総合病院

全国自治体病院協議会

東京文化学園

優生病院

東京都済生会中央病院

葉
木
荊
京
京
京
庫
京

千
栃
神
東
東
東
兵
東

県
県
県
都
都
都
県
都

0４７９６－３－８１１１

０２８５４－４－２１１１

０４４－７７７－３２５１

０３－３３９－２１２１

０３－２６１－８５５５

０３－３８１－０１９６

０６－４４８－１８５１

0３－４５１－８２１１

－１４０－



橋政

崎芳

澤源

委
委
委

大森赤十字病院

厚生連

有澤総合病院

夫
雄
蔵

ロ
貝
□
貝
ロ
貝

都
都
府

京
京
阪

東
東
大

O３－７７５－３１１１

０３－２７９－０３１１

局
吉
有

0720-47-2606

3．医療経済委員会

有澤源蔵委員

岡山義雄委

遠山豪委

小原知次郎委

士屋章委

深瀬邦雄委

薗部雅一委

酒泉春雄委

星源孝委

森久雄委

伊藤寛委

長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

有澤総合病院

岡山病院

遠山病院

小原病院

淵野辺病院

日比谷病院

兵庫医科大学

河北総合病院

総合会津中央病院

森会計事務所

伊藤会計事務所

大阪府

愛知県

三重県

兵庫県

神奈川県

東京都

兵庫県

東京都

福島県

東京都

愛知県

0７２０－４７－２６０６

０５２－２２１－１８５１

０５９２－２７－６１７１

０７８-521-1222

0427-54-2222

03-502-7231

0798-45-6500

03-339-2121

0242-２５－１５１５

０３－９７０－２１２７

０５２－５４１－０１６６

4．病院管理委員会

野村秋守委員長

北村行彦副委員長

榊原宏副委員長

岡山義雄委員

池谷亘委員

榎本敏雄委員

小原知次郎委員

菱山博文委員

野村病

優生病

榊原十全病

岡山病

蕨市立病

静岡厚生病

小原病

福岡城南病

京
庫
山
知
玉
岡
庫
岡

東
兵
岡
愛
埼
静
兵
福

院
院
院
院
院
院
院
院

都
県
県
県
県
県
県
県

O４２２－４７－４８４８

０６－４８８－１８５１

０８６２－２５－１９２１

０５２－２２１－１８５１

０４８４－３２-2277

0542-71-7177

078-521－1２２２

０９２－５３１－７０３１

5．教育委員

村田勇

二宅史郎

□貝

会
委
委 富山県立中央病院

日本大学医学部

長
員

県
都

山
京

富
東

0７６４－２４－１５３１

０３－９７２－８１１１

－１４１－



榊原十全病院

関東逓信病院

福岡城南病院

順天堂医院

東京文化学園

聖路加国際病院

千葉大学看護学部

山田総合病院

宏
之
文
幸
郎
子
子
正

代
浩
博
祐
勝
卿
香

委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員

県
都
県
都
都
都
県
都

山
京
岡
京
京
京
葉
京

岡
東
福
東
東
東
千
東

榊

原
宅
山
北
合
田
武
井

0862-25-1921

03-448-6537

092－５３１－７０３１

０３－８１３－３１１１

０３－３８１-０１９６

０３－５４１－５１５１

０４７２－２２－７１７１

０３－９６２－５０５１

菱
川
落
内
吉
士

6．臨床予防医学委員会

皎
明
行
夫
晶
彦
雄
尚
男
闇
雄
雄
二
男
夫
明
研
徹

紀
豊
弘
幸

典
敏
忠
鉄

典
春
剛
三
由
菫

委員長

副委員長

副委員長

大
東
埼
東
東
福
静
京
胄
東
東
愛
東
宮
大
東
大
兵

府
都
県
都
都
県
県
府
県
都
都
県
都
県
府
都
府
県

大阪赤＋字病院

東京警察病院

藤間病院

聖路加国際病院

東芝中央病院

久留米大学病院

静岡厚生病院

京都第二赤十字病院

青森県立中央病院

三井記念病院

牧田総合病院

愛知県総合保健センター

東京都済生会中央病院

ｲ山台市立病院

大阪赤十字病院

聖路加看護大学

ＰＬ病院

丸山病院

阪
京
玉
京
京
岡
岡
都
森
京
京
知
京
城
阪
京
阪
庫

杉
木
問
藤
田
津
本
関
沢
瀬
森
橋
中
野
田
原
岡
木

本
野

二
鈴
藤
安
飯
宇
榎
小
金
清
笹
高
田
丹
寺
日
松
一
一
一

0６－７７１－５１３１

O３－２６３－１３７１

０４８５－２２－０６００

０３－５４１－５１５１

０３－７６４－０５１１

０９４２－３５－３３１１

０５４２－７１－７１７７

０７５－２３１－５１７１

０１７７－２６－８３０２

０３－８６２－９１１１

０３－７６２－４６７１

０５２－９６２－５３７１

０３－４５１－８２１１

０２２２－２５－７１１１

０６－７７１－５１３１

０３－５４３－６３９１

０７２１２－４－３１００

０７８－６４２－１０３１

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

－１４２－



7．通信教育委

高橋政旗

田中敏行

犬塚貞光

大町文子

落合勝一郎

笠井良一

栗田静枝

酒井隆子

竹中喬

一条勝夫

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員

員
類

会
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委

貝

杏林大学医学部

大阪逓信病院

福岡大学病院

元日本バプテスト病院

聖路加看護大学

元日本バプテスト病院

聖路加国際病院

京都市立病院

大阪府立
母子保健総合医療センター

自治医科大学

東
大
福
京
東
京
東
京
大
栃

京
阪
岡
都
京
都
京
都
阪
木

都
府
県
府
都
府
都
府
府
県

0422-47-5511

06-771-0545

092-８０１－１０１１

０７５－７０１－８０１６

０３－５４３-６３９１

０７５－７０１－８０１６

０３－５４１－5151

075-311-5311

0725-56－1２２０

０２８５－４４－２１１１

術
原
条
山
田
橋
宅
宅
本
辺

北
一
秋
鎌
高
一
一
一
一
一
一
山
渡

学８

長
長
員
員
員
員
員
員
役

員
類

談

会
委
副
委
委
委
委
委
委
相

委
哲
勝

員
夫
夫
博
雄
騏
郎
之
修
進

京
木
玉

東京逓信病院

自治医科大学

済生会川口総合病院

北品川総合病院

杏林大学医学部

日本大学医学部

関東逓信病院

都立看護専門学校

成田赤十字病院

東
栃
埼
東
東
東
東
東
千

都
県
県
都
都
都
都
都
県

０３－２６１－８２１１

０２８５－４４－２１１１

０４８２－53-1551

03-474-7730

0422-47-５５１１

０３－９７２－８１１１

０３－４４８－６５３７

０３－９４１－９３２１

０４７６－２２－２３１１

利
政
史
浩

泉
一
泉

ﾉﾗﾐ

泉
京
葉

報
山
本
口
見
井
藤
田

高
江
岸
浅
宇
後
益

広９ 員
螢
秀
繁
子
子
清
作

代
委

俊
信
美

啓

会
委
委
委
委
委
委
委

高山整形外科病院

東海病院

府中病院

蒲田総合病院

聖路加国際病院

駿河台日本大学病院

横浜赤十字病院

都
都
府
都
都
都
県

京
京
阪
京
京
京
割

東
東
大
東
東
東
神

長
員
員
員
員
員
員

０３－６０７－３２６０

０３－９９９－１１３１

０７２５－４１－１６４６

員

0３－７３８－８２２１

0３－５４１－５１５１

０３－２９３－１７１１

0４５－６２２－０１０１

－１４３－



東京日立病院

東京都済生会中央病院

日本放送協会

東
東
東

都
都
都

員
員
与

木村千枝子

平和夫

行天良雄

委
委
参

０３－８３１－２１８１

０３－４５１－８２１１

０３－４６５－１１１１
泉
一
泉
一
泉

10．情報センター委員会

静岡赤十字病院

関東逓信病院

前日本病院団体連合会

東京慈恵会医科大学

自治医科大学

電々公社データ通信本部

舞子台病院

元豊洲厚生病院

日本大学医学部

長
長
員
員
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委
委
委

静岡県

東京都

神奈川県

東京都

栃木県

東京都

兵庫県

東京都

東京都
郎
之
和
博
夫
雄
行
巳
郎

0542-54-4311

03-448-6537

細

川
宅
木
田
条
田
井
野
宅

浩
橲

胄
池

O３－４３３－１１１１

勝
行
義
精
史

0２８５４－４－２１１１

０３－５０９－４５２９

岡
士
水 0７８－７８２－００５５

0３－９７２－８１１１

長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

巨
貝

会
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
稔
八
一
一
一
彦
一
一
一
矩
苗
之
旗
誠
一
子

委
観
勝
信
献
武
文
浩
政

成
康

際
野
岡
橋
重
國

保
宅
橋
野
杉
口

伊
多

河
吉
高
国
紀
関
久
三
高
波
高
樋

国１

北品川総合病院

新千里病院

武蔵野赤十字病院

佼成病院

筑波大学

聖路加国際病院

日本医薬情報センター

関東逓信病院

杏林大学医学部

九段坂病院

東京大学医学部

日本赤十字社

都
府
都
都
県
都
都
都
都
都
都
都

京
阪
京
京
城
京
京
京
京
京
京
京

東
大
東
東
茨
東
東
東
東
東
東
東

03-474-0023

06-871-0121

0422-32－３１１１

０３－３８３－１２８１

０２９８－５３－３０６７

０３－５４１－５１５１

０３－４０６-１８１１

０３－４４８－６５３７

０４２２－４７－５５１１

０３－２６２－９１９１

０３－８１２－２１１１

０３￣４９８－２９９５

－１４４－



(特別委員会）

医療費対策特別委員会

吉岡観八委

榎本敏雄副

有澤源蔵委

池谷亘委

大野松次委

岡山義雄委

北原哲夫委

高山螢委

三宅浩之委

委員長

副委員長

新千里病院

曇静岡厚生病院

有澤総合病院

蕨市立病院

京浜総合病院

岡山病院

東京逓信病院

高山整形外科病院

関東逓信病院

大阪府

静岡県

大阪府

埼玉県

神奈川県

愛知県

東京都

東京都

東京都

０６－８７１－０１２１

０５４２－７１－７１７７

０７２０-47-2606

0484-32-2277

044-777－３２５１

０５２－２２１－１８５１

０３－２６１－８２１１

０３－607-3260

03-448-6537

員
員
員
員
員
員
員

諸規定検討委員会

野村秋守委

大野松次委

池谷亘委

榎本敏雄委

高山螢委

財津晃委

高橋彦太郎委

員
員
員
員
員
員
員

野村病院

京浜総合病院

蕨市立病院

静岡厚生病院

高山整形外科病院

長浜赤十字病院

杣日本病院会

東京都

神奈川県

埼玉県

静岡県

東京都

滋賀県

東京都

0422-47-4848

044-777－3251

0484-32-2277

0542-71-7177

03－６０７－３２６０

０７４９６－３－２１１１

0３－２６５－００７７

会員増強対策委員会

河野稔委

榊原宏委

大野松次委

池谷亘委

有澤源蔵委

榎本敏雄委

０３－４７４－００２３

０８６２－２５－１９２１

０４４－７７７－３２５１

０４８４－３２－２２７７

０７２０－４７－２６０６

０５４２－７１－７１７７

東京都

岡山県

神奈川県

埼玉県

大阪府

静岡県

院
院
院
院
院
院

北品川総合病

榊原十全病

京浜総合病

蕨市立病

有澤総合病

静岡厚生病

員

長
員
員
員
員
員

－１４５－



会員状況

昭和58年３月31日現在

会員数 会員数

１７６０

－１４６－

都道府県名 会員数 都道府県名 会員数 都道府県名 会員数

道
森
手
田
形
城
島
木
城
馬
玉
葉
川
京
梨
野

海
奈

北
青
岩
秋
山
宮
福
栃
茨
群
埼
千
神
東
山
長

６
２
０
６
０
５
５
０
５
２
１
７
３
７
３
５

３
１
１
２
１
１
２
１
２
２
４
３
８
３
３
１

２

潟
岡
知
阜
重
賀
都
阪
良
山
庫
山
川
井
山
島

歌

新
静
愛
岐
三
滋
京
大
奈
和
兵
富
石
福
岡
広

８
９
７
４
２
１
９
０
２
７
５
２
２

４
４
０
２
３
２
４
６
３
６
５
１
１

１
１

１

８
７
１
７
３

取
根
□
川
島
知
媛
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄

鳥
』

児

島
山
香
徳
高
愛
福
佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

合計

８
１
５
０

１
２
１

４
２
０
１

２
２
６

５
６
４

３
１
６
８
７
２

1，７６０

昭和57年４月１日 昭和58年３月31日 増減

正会員

賛助会員Ａ

Ｂ

Ｃ

，

1．７６８

1４１

１１５

1４

９９

Ｌ７６０

1４５

１１９

1４

1０７

８
４
４
０
８

｜
＋
＋

＋

計 2，１３７ 2,145 一十 ８




